
  

一 

 
 

 

刑
事
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
案
） 

 

刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
百
九
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

第
百
九
十
八
条
の
二 

前
条
第
一
項
の
取
調
べ
に
際
し
て
は
、
被
疑
者
の
供
述
及
び
取
調
べ
の
状
況
の
す
べ
て
に
つ
い
て
、
そ

の
映
像
及
び
音
声
を
記
録
媒
体
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
時
に
、
同
一
の
方
法
に
よ
り

二
以
上
の
記
録
媒
体
に
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

前
項
の
規
定
に
よ
り
記
録
を
し
た
記
録
媒
体
の
一
に
つ
い
て
は
、
取
調
べ
を
終
了
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
被
疑
者
の

面
前
に
お
い
て
封
印
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
記
録
媒
体
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
記
録
を

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
被
疑
者
に
確
認
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

前
項
の
確
認
が
さ
れ
た
と
き
は
、
同
項
の
封
印
に
被
疑
者
の
署
名
押
印
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
被
疑
者
が

こ
れ
を
拒
絶
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 

被
疑
者
又
は
そ
の
弁
護
人
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
記
録
を
し
た
記
録
媒
体
（
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
封
印
を
し
た
記

録
媒
体
以
外
の
も
の
に
限
る
。
）
を
閲
覧
し
、
若
し
く
は
聴
取
し
、
又
は
そ
の
複
製
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
被
告
人



 

二 

又
は
そ
の
弁
護
人
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。 

 
 

被
疑
者
又
は
そ
の
弁
護
人
は
、
前
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
閲
覧
さ
れ
、
若
し
く
は
聴
取
さ
れ
、
又
は
複
製
が
作
成
さ
れ
た

記
録
媒
体
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
閲
覧
等
を
さ
れ
た
記
録
媒
体
」
と
い
う
。
）
に
係
る
複
製
等
（
複
製
そ
の
他
記
録
の

内
容
の
全
部
又
は
一
部
を
そ
の
ま
ま
記
録
し
た
物
及
び
書
面
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
適
正
に
管
理
し
、

そ
の
保
管
を
み
だ
り
に
他
人
に
ゆ
だ
ね
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

被
疑
者
若
し
く
は
被
疑
者
で
あ
つ
た
者
（
被
告
人
又
は
被
告
人
で
あ
つ
た
者
を
除
く
。
）
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
被

疑
者
等
」
と
い
う
。
）
又
は
被
疑
者
の
弁
護
人
若
し
く
は
弁
護
人
で
あ
つ
た
者
（
被
告
人
の
弁
護
人
又
は
弁
護
人
で
あ
つ
た

者
を
除
く
。
第
九
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
閲
覧
等
を
さ
れ
た
記
録
媒
体
に
係
る
複
製
等
を
、
被
疑
者
等
の
防
御
又
は
そ

の
準
備
に
使
用
す
る
目
的
以
外
の
目
的
で
、
人
に
交
付
し
、
又
は
提
示
し
、
若
し
く
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
し
て

は
な
ら
な
い
。 

 
 

前
項
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
被
疑
者
等
の
防
御
を
す
る
権
利
を
踏
ま
え
、
複
製
等
の
内
容
、
行

為
の
目
的
及
び
態
様
、
関
係
人
の
名
誉
、
そ
の
私
生
活
又
は
業
務
の
平
穏
を
害
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
そ
の
他
の
事
情
を
考

慮
す
る
も
の
と
す
る
。 



  

三 

 
 

被
疑
者
等
が
、
閲
覧
等
を
さ
れ
た
記
録
媒
体
に
係
る
複
製
等
を
、
被
疑
者
等
の
防
御
又
は
そ
の
準
備
に
使
用
す
る
目
的
以

外
の
目
的
で
、
人
に
交
付
し
、
又
は
提
示
し
、
若
し
く
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
し
た
と
き
は
、
一
年
以
下
の
懲
役

又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

 
 

被
疑
者
の
弁
護
人
又
は
弁
護
人
で
あ
つ
た
者
が
、
閲
覧
等
を
さ
れ
た
記
録
媒
体
に
係
る
複
製
等
を
、
対
価
と
し
て
財
産
上

の
利
益
そ
の
他
の
利
益
を
得
る
目
的
で
、
人
に
交
付
し
、
又
は
提
示
し
、
若
し
く
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
し
た
と

き
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。 

 

第
百
九
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
前
条
」
を
「
第
百
九
十
八
条
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
百
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 
 

第
百
九
十
八
条
の
二
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
弁
解
の
機
会
を
与
え
る
場
合
に
つ
い
て
こ
れ
を
準
用
す
る
。 

 

第
二
百
四
条
第
四
項
中
「
前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
」
を
「
第
百
九
十
八
条
の
二
の
規
定
は
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
弁
解
の

機
会
を
与
え
る
場
合
に
つ
い
て
、
前
条
第
二
項
の
規
定
は
」
に
改
め
、
「
場
合
に
」
の
下
に
「
つ
い
て
」
を
加
え
る
。 

 

第
二
百
五
条
第
五
項
中
「
前
条
第
二
項
」
を
「
第
百
九
十
八
条
の
二
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
弁
解
の
機
会
を
与

え
る
場
合
に
つ
い
て
、
前
条
第
二
項
」
に
改
め
、
「
場
合
」
の
下
に
「
（
被
疑
者
に
弁
護
人
が
あ
る
と
き
を
除
く
。
）
」
を
加



 

四 

え
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
る
。 

 

第
二
百
八
十
一
条
の
三
中
「
与
え
た
証
拠
」
の
下
に
「
（
第
百
九
十
八
条
の
二
第
四
項
（
第
二
百
三
条
第
五
項
、
第
二
百
四

条
第
四
項
及
び
第
二
百
五
条
第
五
項
（
第
二
百
十
一
条
及
び
第
二
百
十
六
条
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
閲
覧
さ
れ
、
若
し
く
は
聴
取
さ
れ
、
又
は
複
製
が
作
成
さ
れ
た

記
録
媒
体
を
含
む
。
次
条
及
び
第
二
百
八
十
一
条
の
五
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
、
「
以
下
」
の
下
に
「
同
条
ま
で
に
お
い

て
」
を
加
え
、
同
条
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

当
該
記
録
媒
体
に
係
る
複
製
等
に
つ
い
て
は
、
被
告
人
も
同
様
と
す
る
。 

 

第
二
百
九
十
九
条
第
一
項
中
「
取
調
」
を
「
取
調
べ
」
に
改
め
、
「
こ
れ
」
の
下
に
「
（
第
百
九
十
八
条
の
二
第
一
項
（
第

二
百
三
条
第
五
項
、
第
二
百
四
条
第
四
項
及
び
第
二
百
五
条
第
五
項
（
第
二
百
十
一
条
及
び
第
二
百
十
六
条
に
お
い
て
こ
れ
ら

の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
三
百
七
条
の
二
及
び
第
三
百
十
六
条
の
十
四
第

一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
記
録
を
し
た
記
録
媒
体
に
あ
つ
て
は
、
第
百
九
十
八
条
の
二
第
二
項
（
第
二
百
三
条

第
五
項
、
第
二
百
四
条
第
四
項
及
び
第
二
百
五
条
第
五
項
（
第
二
百
十
一
条
及
び
第
二
百
十
六
条
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
三
百
七
条
の
二
及
び
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に



  

五 

よ
り
封
印
を
し
た
記
録
媒
体
以
外
の
記
録
媒
体
）
」
を
加
え
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
百
七
条
の
二
を
第
三
百
七
条
の
三
と
し
、
第
三
百
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

第
三
百
七
条
の
二 

第
百
九
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
記
録
を
し
た
記
録
媒
体
の
取
調
べ
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
封
印
を
し
た
記
録
媒
体
の
封
印
を
開
封
し
た
上
、
こ
れ
を
再
生
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
三
百
十
六
条
の
十
四
第
一
号
中
「
当
該
証
拠
書
類
又
は
証
拠
物
」
の
下
に
「
（
第
百
九
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
記
録
を
し
た
記
録
媒
体
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
封
印
を
し
た
記
録
媒
体
以
外
の
記
録
媒
体
）
」
を
加
え
、

同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

第
三
百
十
六
条
の
十
四
の
二 

検
察
官
は
、
そ
の
保
管
す
る
当
該
被
告
事
件
に
係
る
証
拠
の
標
目
を
記
載
し
た
一
覧
表
を
作
成

し
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
開
示
を
す
る
際
に
、
当
該
一
覧
表
に
つ
い
て
、
被
告
人
又
は
弁
護
人
に
対
し
、
こ
れ
を
閲
覧
す
る

機
会
（
弁
護
人
に
対
し
て
は
、
閲
覧
し
、
か
つ
、
謄
写
す
る
機
会
）
を
与
え
る
方
法
に
よ
る
開
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

検
察
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
証
拠
の
標
目
を
記
載
し
た
一
覧
表
の
開
示
を
す
る
に
当
た
り
、
当
該
一
覧
表
に
記
載
さ

れ
た
者
の
氏
名
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
者
若
し
く
は
そ
の
者
の
親
族
の
名
誉
若
し
く
は
社
会
生
活
の
平
穏

が
著
し
く
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
又
は
そ
の
者
若
し
く
は
そ
の
者
の
親
族
の
身
体
若
し
く
は
財
産
に
害



 

六 

を
加
え
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
を
畏
怖
さ
せ
若
し
く
は
困
惑
さ
せ
る
行
為
が
な
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

弁
護
人
に
対
し
、
そ
の
旨
を
告
げ
、
そ
の
者
の
氏
名
が
、
被
告
人
の
防
御
に
関
し
必
要
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
被
告
人
そ
の

他
の
者
に
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

第
二
百
八
十
一
条
の
三
前
段
、
第
二
百
八
十
一
条
の
四
及
び
第
二
百
八
十
一
条
の
五
の
規
定
は
、
検
察
官
に
お
い
て
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
開
示
を
し
た
証
拠
の
標
目
を
記
載
し
た
一
覧
表
に
係
る
複
製
等
（
複
製
そ
の
他
当
該
一
覧
表
の
全
部
又
は

一
部
を
そ
の
ま
ま
記
録
し
た
物
及
び
書
面
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
こ
れ
を
準
用
す
る
。 

 

第
三
百
十
六
条
の
十
五
第
一
項
中
「
前
条
」
を
「
第
三
百
十
六
条
の
十
四
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
識
別
す

る
」
を
「
特
定
す
る
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
百
十
六
条
の
二
十
第
二
項
第
一
号
中
「
識
別
す
る
」
を
「
特
定
す
る
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
百
十
六
条
の
二
十
一
第
四
項
中
「
か
ら
第
三
百
十
六
条
の
十
六
ま
で
」
を
「
、
第
三
百
十
六
条
の
十
五
及
び
第
三
百
十

六
条
の
十
六
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
百
十
六
条
の
二
十
七
第
三
項
中
「
第
一
項
の
規
定
は
」
を
「
前
項
の
規
定
は
、
」
に
、
「
、
前
項
の
規
定
は
同
条
第
三

項
の
即
時
抗
告
が
係
属
す
る
抗
告
裁
判
所
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
」
を
「
こ
れ
を
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。 



  

七 

 
第
三
百
二
十
二
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

前
項
本
文
に
規
定
す
る
書
面
で
あ
つ
て
、
そ
の
供
述
が
被
告
人
に
不
利
益
な
事
実
の
承
認
を
内
容
と
す
る
も
の
は
、
そ
の

供
述
が
第
百
九
十
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
な
さ
れ
た
第
百
九
十
八
条
第
一
項
の
取
調
べ
に
お
い

て
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
前
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
供
述

が
さ
れ
た
第
二
百
三
条
第
一
項
、
第
二
百
四
条
第
一
項
又
は
第
二
百
五
条
第
一
項
（
第
二
百
十
一
条
又
は
第
二
百
十
六
条
に

お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
弁
解
の
機
会
に
お
い
て
、
第
二
百
三
条
第
五
項
、
第

二
百
四
条
第
四
項
又
は
第
二
百
五
条
第
五
項
（
第
二
百
十
一
条
又
は
第
二
百
十
六
条
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
九
十
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
の
違
反
が
あ
つ
た
と
き
も
、
同
様

と
す
る
。 

 

第
三
百
五
十
条
の
十
第
一
項
中
「
第
三
百
七
条
」
を
「
第
三
百
七
条
の
二
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、
第
三
百
十
六
条
の
十
四
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
三
百
十
六
条
の
十
五
、
第
三
百
十
六
条
の
二
十
第



 

八 

二
項
第
一
号
、
第
三
百
十
六
条
の
二
十
一
第
四
項
及
び
第
三
百
十
六
条
の
二
十
七
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
三
項
の
規
定

は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
は
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正

後
の
刑
事
訴
訟
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
百
九
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
の
取
調
べ
」
と
あ
る
の
は

「
死
刑
又
は
無
期
若
し
く
は
長
期
三
年
以
上
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
に
当
た
る
事
件
に
つ
い
て
の
前
条
第
一
項
の
取
調
べ

（
第
百
九
十
条
に
規
定
す
る
司
法
警
察
職
員
と
し
て
職
務
を
行
う
べ
き
者
が
行
う
も
の
を
除
く
。
）
」
と
、
新
法
第
二
百
三

条
第
五
項
（
新
法
第
二
百
十
一
条
及
び
第
二
百
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
中
「
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

弁
解
の
機
会
を
与
え
る
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
死
刑
又
は
無
期
若
し
く
は
長
期
三
年
以
上
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
に
当
た
る

事
件
に
つ
い
て
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
弁
解
の
機
会
を
与
え
る
場
合
（
第
百
九
十
条
に
規
定
す
る
司
法
警
察
職
員
と
し
て
職

務
を
行
う
べ
き
者
が
行
う
場
合
を
除
く
。
）
」
と
、
新
法
第
二
百
四
条
第
四
項
及
び
第
二
百
五
条
第
五
項
（
新
法
第
二
百
十

一
条
及
び
第
二
百
十
六
条
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
中
「
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
弁
解
の
機

会
を
与
え
る
場
合
に
つ
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
死
刑
又
は
無
期
若
し
く
は
長
期
三
年
以
上
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
に
当
た
る

事
件
に
つ
い
て
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
弁
解
の
機
会
を
与
え
る
場
合
に
つ
い
て
」
と
、
財
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律



  

九 

第
九
十
五
号
）
第
二
十
七
条
第
二
項
中
「
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
規
定
」
と
あ
る
の
は

「
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
規
定
（
同
法
第
百
九
十
八
条
の
二
の
規
定
を
除
く
。
）
」
と
す

る
。 

３ 

附
則
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
の
施
行
前
に
当
該
改
正
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
刑
事
訴
訟
法
（
以
下
「
旧

法
」
と
い
う
。
）
第
三
百
十
六
条
の
二
第
一
項
の
決
定
の
あ
っ
た
公
判
前
整
理
手
続
及
び
旧
法
第
三
百
十
六
条
の
二
十
八
第

一
項
の
決
定
の
あ
っ
た
期
日
間
整
理
手
続
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。





  

一
一 

 
 
 
 
 

理 

由 

 

被
疑
者
の
供
述
及
び
取
調
べ
の
状
況
の
録
画
等
を
義
務
付
け
る
制
度
を
導
入
す
る
と
と
も
に
、
公
判
前
整
理
手
続
に
お
け
る

検
察
官
保
管
証
拠
の
標
目
の
一
覧
表
の
開
示
等
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

 





  

一
三 

 
 

 

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
と
な
る
経
費 

 

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
と
な
る
経
費
は
、
約
八
十
七
億
五
千
万
円
の
見
込
み
で
あ
る
。 


